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～平成 29年消防出初式を行いました！～
　
１月２日（月）、漁協前から太地漁港ふれあい広場まで分列行進を行った後、同港ふれあい広
場で「平成 29年消防出初式」を行いました。
式典では、三軒町長が式辞を述べた後、消防団活動に功績のあった団員の表彰、来賓の方々に
よる祝辞や筋師副団長代読による山下団長の昨年の活動報告や本年の消防団活動の指針を含む訓
示が述べられ、団員一同の更なる結束及び組織力の向上を願い、新年の消防団活動がスタートし
ました。
式典終了後は、各分団による一斉放水を行いました。

～平成 29年成人式を行いました！～

１月３日（火）、太地町公民館で「平成 29年成人式」を行いました。
今年は、男性 18名、女性 15名の計 33名が出席し、旧友との久しぶりの再会に会場は大いに
にぎわっていました。
式典では、三軒町長が祝辞を、宇佐川教育長が式辞を述べ、新成人の新たな門出を祝し、ま
た、新成人を代表して瀬戸悠里花さんが謝辞として感謝の気持ちと新成人としての抱負を語りま
した。

 

広報たいじ　今月のトピックス

太地漁港ふれあい広場にて式典

新成人に対し祝辞を述べる三軒町長

一斉放水

謝辞を述べる瀬戸悠里花さん



　平成 28 年第４回太地町議会定例会が、12 月
14日に開会しました。
　今定例会には町長から、条例の一部改正４件、
条例の制定２件、町道路線の廃止１件、財産の処
分１件、補正予算４件が提出され、審議されまし
た。
　また、議員から意見書１件が提出されました。
　一般質問では、２名の議員から質問が行われ、
町政一般について町の考えを問われました。

　条例の一部を改正する条例
※太地町税条例等の一部を改正する条例【可決】
※職員の給与等に関する条例の一部を改正する
条例	 【可決】
※太地町職員の特殊勤務手当に関する条例の一
部を改正する条例	 【可決】
※太地町指定地域密着型サービス事業の人員、
設備及び運営に関する基準等を定める条例の
一部を改正する条例	 【可決】

　条例の制定
※道の駅たいじの設置及び管理に関する条例の
制定	 【賛成多数で可決】
※太地町農業委員会の委員の定数に関する条例
の制定	 【可決】

　町道路線の廃止

　財産の処分

　補正予算　
※平成 28年度太地町一般会計補正予算（第３
号）	 【賛成多数で可決】

※平成 28年度特別会計太地町国民健康保険事
業補正予算（第３号）	 【可決】
※平成 28年度特別会計太地町都市計画公共下
水道事業補正予算（第２号）	 【可決】

※平成 28年度特別会計太地町くじらの博物館
事業補正予算（第３号）	 【賛成多数で可決】

　意見書
※地方議会議員の厚生年金制度への加入を求め
る意見書（案 )

　一般質問
　※漁	野	尚	登	議員
　　１清掃センターについて
　　　①清掃センター建設について
　　２太地町の教育について
　　　①給食について
　　３くじらの博物館について
　　　①運営について
　　４太地町の構想について

①鯨の海構想 (道の駅を含む )の進捗状況
について

　　５旧梛について
　　　①運営について
　※水	野	隆	司	議員
１太地町人口の現状分析・推計・将来展望と
問題について（太地町人口ビジョンについ
て）
①産業育成と若者の定着できる企業誘致に
ついて

②求人・求職のマッチングについて
③町民の就労を増やすための施策について
④空き家の活用について

２太地町まち・ひと・しごと創生総合戦略に
ついて

　　　①上記施策の実施状況と成果について

議 会 報 告
平成 28年第４回太地町議会定例会

【可決】

【賛成多数で可決】
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高齢者虐待防止法において、家庭または施設などで虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者

の生命または身体に重大な危険が生じている場合、速やかに市町村に通報しなければならないと定められてい

ます（第７条）。通報や相談を受ければ、住民福祉課や地域包括支援センターが中心となって、ただちに高齢

者および養護者の支援を行います。 

上記のような虐待のサインに気づいたときは、右記の相談 

窓口にお知らせください。 

※通報者の方の個人情報は固く守られます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

平成１８年４月１日から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐

待防止法)」が施行されました。高齢者虐待とは、高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵

害される状態や、生命、健康、財産が損なわれるような状態に置かれることです。 

高齢者虐待は、「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の

大きく５つに区分されています。 

高齢者への虐待は、家庭や施設など閉ざされた環境で起こるため、深刻な事態になって初めて周囲が気

づくことがあります。高齢者虐待の予防、早期発見のために「高齢者虐待」について理解を深めましょう。 

高齢者虐待のサイン 

◆ 高齢者の様子 

・身体に小さな傷やあざが頻繁に見られる。 

・急におびえたり、恐ろしがったりする。 

・傷やあざの説明のつじつまがあわない。 

・衣服が汚れたままの場合が多くなっている。 

・年金や財産があり、お金に困っているはずが 

ないのにお金がないと訴える。 

・急激な体重の減少、脱水、栄養失調などの状態にある。 

 

◆ 養護者の状況から見えるサイン 

・医師や介護サービスの担当者に会いたがらない。 

・高齢者に対する冷淡な態度や無関心さが見られる。 

・介護に疲れが感じられ、追い詰められている様子がある。 
 

◆ 生活から見える虐待のサイン 

・怒鳴り声や悲鳴、物が投げられる音がする。 

・居室が極端に不衛生な状態である。 

・近所づきあいなく、訪問しても高齢者に会えない、 

 または嫌がられる。 

・高齢者が長時間、あるいは不自然な時間に家の外で 

過ごしている。                 

●日常的な声かけ 

  日常生活での声かけにより、高齢者の孤立を防ぎましょう。 

●近所の見守り 

  夜になっても電気がつかない、新聞が何日もたまっているなど、 

地域での見守りをしましょう。 

●相談を勧めましょう 

  高齢者の介護に負担を感じている人を理解し、困っていたら相談を勧め、地域からの孤立を防ぎましょう。 

●介護の負担を軽くしましょう 

  介護を１人で抱え込まずに、医師やケアマネージャーなどの専門家に相談したり、介護保険サービスを 

利用して、日頃の介護負担を軽くしましょう。 

虐待かもしれない？と思ったら・・・ 

相談窓口 

太地町地域包括支援センター 

（住民福祉課内）☎５９－２３３５ 

高齢者虐待が起きない地域づくり 
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ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生していますが、特に冬季に流行します。

ノロウイルスについてはワクチンがなく、治療は対症療法に限られます。 

① 多く発生する時期 ： １１月～２月 

② 潜 伏 期 間 ： 感染から発症まで２４～４８時間 

③ 主 な 症 状 ： 吐き気、おう吐、下痢、腹痛、微熱が１～２日続く 

 

◎ノロウイルスの特徴 

◎感染経路 

食品からの
感染 

● 感染した人が調理などをして汚染された食品 

● ウイルスの蓄積した、加熱不十分な二枚貝など  

 ◎予防のポイント 
① 健康管理 ： 症状があるときは食品を直接取り扱う作業をしない。 

② 手 洗 い ： ●トイレに行ったあと、調理前など 

         ●汚れの残りやすいところ（爪の間、指の間、親指周り、手首）を丁寧に洗う 

③ 消 毒 ： 塩素系漂白剤を水に薄めて「消毒液」※を作り、食器やドアノブ、カーテン等の 

よくさわる所、衣類等を消毒する。 

※消毒液の作り方 … 水をいっぱいいれた 2リットルのペットボトルに、塩素系漂白剤を 

ペットボトルのフタ 2杯分混ぜ合わせます。 

④ 加 熱 ： 食材は中心部まで十分に加熱する。食品の中心温度８５～９０℃で９０秒以上加熱する。 

 

人からの
感染 

◆ 患者の便やおう吐物からの二次感染 

◆ 飛沫(ひまつ)などによる感染 

 

 確定拠出年金法等の一部を改正する法律が成立し、平成２９年１月から企業年金を実施している企業

にお勤めの方や公務員、専業主婦（夫）の方を含め、基本的に全ての方が個人型確定拠出年金（愛称：

ⅰＤｅＣｏ）に加入できることとなります。 

 今年１月に町内回覧にて「ⅰＤｅＣｏ」のご紹介をいたしましたが、制度の詳細およびご不明点等は

国民年金基金連合会のホームページをご覧いただくか、下記のお問い合わせ先までご相談ください。 

【お問合せ】 

① 個人型確定拠出年金制度に関するお問い合わせ先 

 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課確定拠出年金管理係 

  ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１  内線：３３６９・３３７０ 

② 加入手続き等に関するお問い合わせ先 

国民年金基金連合会 確定拠出年金部 

  ＴＥＬ：０３－５４１１－６１２９   ＨＰ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｎｐｆａ.ｏｒ.ｊｐ/４０１Ｋ/ 

 

 平成２９年１月１日付けで、町の人権擁護委員として次の方が法務大臣から委嘱を受けました。 

＜再任＞ 谷 晶則 （たに まさのり） さん 

人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受けた人です。基本的人権の擁護を目的として、地域の住民が

人権について関心をもってもらえるような啓発活動を行ったり、住民の皆さんからの人権相談に応じた

りしています。          （お問い合わせ：太地町役場 住民福祉課 ☎５９－２３３５） 

ⅰＤｅＣｏのパンフレット（無料）

は太地町役場 住民福祉課にも

設置しています。 
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［移動県民相談（無料弁護士相談）］
　交通事故相談も含む。
　日時　平成 29年 2月 15 日（水）　13時から
　場所　東牟婁振興局
　○電話予約制：定員 10名
　○予約受付：2月 1日～ 2月 15 日 14 時まで
　　定員になり次第、締め切らせていただきます。
　○法律問題については、弁護士が回答いたします。

●行政相談とは●

　国・県・市町村の仕事について「ど
うなっているんだろう」「納得できな
い」といった皆さまからの意見・苦情
をお聞きし、問題の解決に努める役割
をしています。相談は無料で、秘密は
固く守られますので、お気軽にご相談
ください。

日時：２月15日（水）　13時 30分
場所：太地町公民館２階　視聴覚室
相談委員：長尾　宝代　行政相談委員
お問い合わせ：太地町役場　総務課

（電話：59-2335）

　青色申告は、自分の経営を客観的につかむための重
要なツールです。青色申告には、税制上のメリットも
ありますので、早速取り組んでみなしょう。
　新たに青色申告を始める個人の場合、平成 29 年 3
月 15 日までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申
請書」を提出する必要があります。
　なお、政府の農林水産業・地域の活力創造本部にお
いて、青色申告を行っている農業者を対象とした収入
保険制度の導入が決定されました。

【収入保険制度の主な内容】
　○�農業者ごとの農産物の販売収入全体の収入減少を
補てんする任意加入の制度

　○類似制度（農業共済やナラシ対策等）とは選択加入
お問い合わせ先：近畿農政局和歌山県拠点地方参事官室
� 電話　073-436-3831

平成28年度県民相談・交通事故相談

行政なんでも相談所 近畿農政局からのお知らせ

自衛官等募集案内

受験科目 応募資格 受付時間 試験日 試験会場 

幹部候補生 

22 歳以上 26 歳未満の者（20 歳
以上 22 歳未満の者は大卒（見込
含）、修士課程修了者等（見込含）
は、28 歳未満 
※年齢はＨ30.4.1 現在 

平成 29 年 
3 月 1 日～ 
5 月 5 日 

（一般）1 次  
平成 29 年 

5 月 13 日 
（飛行要員）1 次  
平成 29 年 

5 月 14 日 

和歌山市内及び
全国各都道府県 

自衛官候補生 
18 歳以上 27 歳未満の男女 

※年齢はＨ29.4.1 現在 

平成 29 年 
 2 月 17 日まで 

 

（2 月） 
平成 29 年 

2 月 18 日（土） 
和歌山市内 

予備自衛官補 
18 歳以上 34 歳未満の男女 

年齢はＨ29.4.1 現在 

平成 29 年 
 4 月 7 日まで 4 月中旬 和歌山市内 

※お問い合わせは、自衛隊新宮地域事務所 0735-21-3449 まで 
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○ 移転予定 平成29年３月６日
○ 新住所地 〒647-0081

和歌山県新宮市新宮2330番地の９
（国道42号広角南交差点東約100ｍ）

○ 代表電話 0735-21-0110
○ 交 通 最寄りのバス停・・・熊野交通(株) 新勝線広角バス停

最寄りの駅・・・ＪＲ紀勢本線 新宮駅・三輪崎駅

和歌山県警察本部・新宮警察署

＜本件に関するお問い合わせ先＞

新宮警察署 電話 0735-21-0110

または

和歌山県警察本部警務課企画室

電話 073-423-0110（内線2646）

近大附属
新宮高校

県立
新宮高校

新宮市役所
■

１６８

（新）新宮警察署

至
勝
浦

広角南交差点

王子ヶ浜（大浜海岸）
至ＪＲ三輪崎駅

至
三
重
県

２３１

２３１

４２

Ｎ

広角警察官
連絡所 ■

（現）新宮警察署

●広角バス停

新宮警察署の移転のお知らせ
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《保健衛生関係２月行事予定》

住民基本台帳
（平成 28 年 12 月末日現在）

総人口 3,267 人
　　男  1,483 人
　　女  1,784 人

   世帯数  1,637 世帯
（前月比：総人口 ３人増
              世帯数   増減なし）
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子育て支援関係
月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

２月 16日（木） ちびっ子ひろば 9：30 ～ 11：00 ふれあいルーム２月 23日（木）
健康相談

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所
２月　８日（水） 乳幼児健康相談 10：00 ～ 11：30 多目的センター

２月 15日（水） 成人健康相談（血圧測定）

10：30 ～ 11：30 公　民　館
13：00～ 13：30 平見集会所
13：45～ 14：15 老人憩の家
14：30～ 15：00 寄水集会所

２月 27日（月） 成人健康相談（血圧測定） 15：00 ～ 15：30 森浦集会所
健康教育

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所
２月��６日（月） なかよし体操 13：30 ～ 15：00 東新集会所２月 20日（月）
２月 13日（月） なかよし体操 13：30 ～ 15：00 森浦集会所２月 27日（月）
健診

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所
２月��２日（木） 10か月児健診 13：00 ～ 13：10（受付） 那智勝浦町福祉健康センター
２月 23日（木） ４か月児健診 13：00 ～ 13：10（受付） 那智勝浦町福祉健康センター
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ー白馬からお便りー【姉妹都市「白馬村」コーナー】
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